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兵庫県告示第36号の２ 

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第16条第２項に規定する家畜人工授精師養成講習会を次のとおり開

催する。 

  平成23年１月14日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 講習会に係る家畜の種類 

  牛 

２ 開催期日 

平成23年２月７日（月）から同年３月４日（金）まで 

３ 開催場所 

  県立農林水産技術総合センター 畜産技術センター   加西市別府町南ノ岡甲1533 

県立農林水産技術総合センター 農業大学校      加西市常吉町荒田1256-４ 

  県立農林水産技術総合センター 淡路農業技術センター 南あわじ市八木養宜中560-１ 

４ 講習会の別 

  家畜人工授精に関する講習会 

５ 受講対象者 

  家畜人工授精師の免許を取得しようとする者 

  おおむね30名 

６ 受講科目 

(1) 学科 

ア 一般科目 

(ｱ) 畜産概論 

(ｲ) 家畜の栄養 

(ｳ) 家畜の飼養管理 

(ｴ) 家畜の育種 

(ｵ) 関係法規 

イ 専門科目 

(ｱ) 生殖器解剖 

(ｲ) 繁殖生理 

(ｳ) 精子生理 

(ｴ) 種付けの理論 

(ｵ) 人工授精 

(2) 実習 

  ア 家畜の飼養管理 

  イ 家畜の審査 

  ウ 生殖器解剖 

  エ 発情鑑定 

  オ 精液精子検査法 
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  カ 人工授精 

７ 受講手続 

  受講対象者は、所定の受講願書（最寄りの家畜保健衛生所において交付）に、20,000円の兵庫県収入証紙

を貼り付け、戸籍抄本、履歴書を添えて最寄りの家畜保健衛生所へ提出すること。 

８ 願書の提出期限 

  平成23年１月28日（金）必着 
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